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ホッケー日本リーグ機構 
 

 

高円宮牌２０１４ホッケー日本リーグ＜男子＞ 実施要項 
 
１．趣   旨 
本リーグは、男子日本ホッケーが、２０１６年リオデジャネイロオリンピックの出場権獲得、そ

して２０２０年東京オリンピックメダル獲得を短期目標とし、国内トップチームの強化と次代を担

う選手たちの育成を目的とする。その後、東京オリンピックでの活動を糧にし、オリンピック常連

国となることを強化政策面での中期的な目標とする。 

また、我が国ホッケーが社会的認知度を高め、社会に役立つ有為な人材育成に寄与できることも

本リーグの目的である。そのためには、都道府県協会と地域ホッケー界の活性化を図ることが重要

事項であると考える。各地域におけるホッケー活動との連携を図り、ホッケーを通じてスポーツの

喜びと感動をともに体験し、「play して、運営して、応援して」が、共有できる環境の創造と整備

を目指す。そして、マスターズホッケー、生涯スポーツとしてホッケーが地域の生活に根付くこと

を長期的な目標とする。 

 

 

２．主   催  公益社団法人日本ホッケー協会  

 

３．主   管  ホッケー日本リーグ機構 

 

４．開催・運営  埼玉ホッケー協会、山梨県ホッケー協会、富山県ホッケー協会、 

福井県ホッケー協会、京都ホッケー協会、奈良県ホッケー協会、 

島根県ホッケー協会、福島県ホッケー協会、宮城県ホッケー協会 

 

５．後   援  読売新聞社、日本トップリーグ連携機構 

 

         埼玉県教育委員会、山梨県教育委員会、富山県教育委員会、 

福井県教育委員会、島根県教育委員会、福島県教育委員会、 

宮城県教育委員会 

 

公益財団法人埼玉県体育協会、公益財団法人山梨県体育協会、 

公益財団法人富山県体育協会、公益財団法人福井県体育協会、 

公益財団法人奈良県体育協会、公益財団法人島根県体育協会、 

公益財団法人福島県体育協会、公益財団法人宮城県体育協会 

 

飯能市教育委員会、甲府市教育委員会、南アルプス市教育委員会、 

小矢部市教育委員会、越前町教育委員会、天理市教育委員会、 

奥出雲町教育委員会、棚倉町教育委員会、栗原市教育委員会 

 

         NPO 法人飯能市体育協会、公益財団法人甲府市体育協会、 

公益財団法人南アルプス市体育協会、公益財団法人小矢部市体育協会、 

越前町体育協会、天理市体育協会、奥出雲町体育協会、棚倉町体育協会、 

栗原市体育協会 

 

６．参加チーム  名古屋フラーテルホッケーチーム、天理大学ベアーズ、立命館大学ホリーズ、 

         岐阜朝日クラブ、福井クラブ、山梨学院 OCTOBER EAGLES、ALDER 飯能、 

         Selrio 島根、法政大学、小矢部 RED OX、診療印刷、東京農業大学 

 



７．期日・会場 

期日：２０１４年７月１２日（土）～２０１４年１２月２１日（日） 

会場：埼玉・飯能市阿須ホッケー場、山梨学院ホッケースタジアム、富山・小矢部ホッケー場、 

福井・越前町営朝日総合運動場、京都・立命館大学柊野ホッケー場、 

奈良・親里ホッケー場、島根・三成ホッケー場ほか 

 

８．参加資格・人数 

  ①公益社団法人日本ホッケー協会（以下ＪＨＡ）に登録しているチームであること。 

  ②登録チームの役員・選手は、当該年４月１日以降にＪＨＡ登録していなければならない。 

  ③登録選手は当該年４月１日時点で１５歳以上であること。 

  ④登録役員は、部長・ＧＭ・監督・コーチ・ドクター・フィジオ・主務等の役員８名以内。登
録選手は、３０名以内とする。但し、各試合のエントリーは、監督１名、コーチ１名、ドク
ター、フィジオ（手当てする者２名：登録選手との兼務は不可）、選手１８名とする。 

  ⑤外国人選手の試合エントリーは４名以内とし、フィールド内で常時プレーできる選手は３名
以内とする。 

注：参加各チームは、ＪＨＡ登録に自チームの選手として登録済の選手およびＪＨＡに登録して
おり、本リーグに参加しないチームの選手で構成されていることとする。 

 
９．競技規則 

  ２０１４年度ＪＨＡ「ホッケー競技運営規程」および「ホッケー日本リーグ・競技運営規程（補

足と通達事項）」による。 

 

１０．試合方法 

  １回戦総当たりリーグ戦（６６試合）。 

 

１１．チーム登録・参加申込み、プログラム用原稿について 

  参加チームは、所定の資料に基づき「チーム登録」、「プログラム用原稿」を下記１３あて提出

すること。 

 

１２．その他 

 ①登録選手の背番号は、１～３０までとする。 

 ②選手・役員は、試合会場に必ず、健康保険証を持参すること。 

 ③万一負傷等の事故があった場合、参加選手自身と各チームの責任において行うこと。 

 ④原則として、全試合有料とする。但し、今年度に限り、諸般の理由により有料試合を実施でき

ない会場も認める。 

 

１３．ホッケー日本リーグ機構 事務局 

   〒１５０－８０５０ 東京都渋谷区神南１－１－１岸記念体育会館内 

      TEL：０３－３４８１－２３３０ FAX：０３－３４８１－２３２９ 

      E-Mail：hjl@japan-hockey.org 

 

 

 
以  上 


